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金   融   庁

①分  野
15 資格制度関係

(1) 業務独占資格等
②意見・要望提出 日本労働組合総連合

③項  目 公的資格制度の見直し

④意見・要望
  等の内容

・公的資格制度について、個々の資格に必要とされる学歴を合理的なものに改めるととも
に、必要に応じて一般教養試験を課すなどし、機会均等の観点から義務教育終了者に広く門
戸を開くべきである。

⑤関係法令 公認会計士法第５条～第１２条 ⑥共管 なし

⑦制度の概要 ・公認会計士試験は、第１次試験、第２次試験及び第３次試験があり、第２次試験の合格者
には会計士補となる資格が与えられ、以後３年間のインターンを履修後に、第３次試験の
受験資格を取得する。第３次試験の合格者には公認会計士となる資格が与えられる。
　第１試験は学歴、年齢、国籍等を問わず、全ての者に受験資格が与えられており、これに
合格すると第２次試験の受験資格が与えられる。

⑧計画等にお
  ける記載

規制緩和推進３か年計画（再改定）15(1)ⅰ）③
　一定の学歴を有しない者に課される第１次試験を廃止し、受験者全員が現在の第２次試験
から受験できるよう検討する。

⑨状  況

　

□措置済・措置予定       　　□検討中        □措置困難          ■その他
(実施(予定)時期：　　　　　　)

（説明）

　　　　上記⑦に記載のとおり、第１次試験は、学歴等を問わずすべての者に受験資格が与えられて
　　　おり、広く門戸が開かれている。

⑩担当局課室名 総務企画局 企業開示参事官室
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①分  野
15 資格制度関係

(1) 業務独占資格等
②意見・要望提出 個人

③項  目 業務独占資格(公認会計士資格制度)について

④意見・要望
  等の内容

・各国は、合格率が 30～50％という高合格率であるため、合格後の実務経験が必要である
が、日本の公認会計士は、2次試験で 10％以下、3 次試験を含めると 2％から、3％の合格
率であるので「各国の制度でも、実務経験が必要とされているのだから、日本でも必要なの
だ。」とは言えない。

⑤関係法令 公認会計士法第１０条～第１２条 ⑥共管 なし

⑦制度の概要 ・第３次試験は、会計士補又は会計士補となる資格を有する者のうち、実務補習を受けた期
間が１年以上であり、会計士補となる資格を取得した後における業務補助等の期間が２年以
上であって、かつ、実務補習期間と業務補助等の期間（実務補習期間と重複する期間を除く）
が通算して３年以上となる者に限り受けることができる。

⑧計画等にお
  ける記載

規制緩和推進３か年計画（改訂版）15(1)ⅰ)④(b)
  公認会計士試験の受験要件としての実務経験の在り方及び実務経験の対象となる業務の
範囲の拡大を検討する。

⑨状  況 □措置済・措置予定       　　■検討中        □措置困難          □その他
(実施(予定)時期：　　　　　　)

（説明）
　　　　　公認会計士審査会等における試験制度の在り方についての議論を踏まえ、規制緩和の観点を含め
　　　　た幅広い見地から検討を進めているところである。

⑩担当局課室名 総務企画局 企業開示参事官室


